
山梨エンデュランス・ライド協会 会則 

【設立 2008 年 10 月 1 日・名称変更 2023 年 1 月 12 日：改正 2024 年 8 月 15 日】 

（旧名称：山梨エンデュランス馬術協会） 

 

第 1 条（目的） 

 本協会はエンデュランス・ライドの普及と技術の向上及び会員相互の親睦と交流を図る

ことを目的とする。 

 

第 2 条（名称） 

 本協会は『山梨エンデュランス・ライド協会』と称する。 

   （2023 年 1 月 12 日臨時総会にて『山梨エンデュランス馬術協会』から名称変更） 

 

第 3 条（事業） 

 本協会は第 1 条に掲げた目的達成のために次の事業を行う。 

（1） エンデュランス・ライドに関するイベント等の企画、運営並びに開催支援。 

（2） エンデュランス・ライドの研究や技術向上の為の講演会や研究会の開催 

（3） エンデュランス・ライドに関連する諸団体との連携及び情報の交換 

（4） その他、第 1 条の目的達成のための事業 

 

第 4 条（事務局） 

 本協会は、事務局を山梨県北杜市小淵沢町 10265 八ヶ岳ロングライディング内に置く。 

 

第 5 条（会員の資格） 

 本協会の会員は以下の通りとする。 

（1） 正会員 本協会の趣旨に賛同する乗馬クラブ（法人個人を問わない） 

（2） 賛助（サポーター）会員 本協会の趣旨に賛同する法人・個人・団体 

第 5 条付則 賛助（サポーター）会員には総会の参加権を付与しない。 

 

第 6 条（加入） 

（1） 本協会に会員として加入しようとする者は、加入申込書に入会金と初年度の会費

を添えて申し込まなければならない。 

（2） 正会員の加入承認には、他の正会員の三分の二以上の賛同を必要とする。 

（賛助会員の加入に承認は不要） 

（3） 入会金・年会費の金額等は総会の議決を経て別に定める。 

 



第 7 条（資格喪失） 

 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

（1） 退会した時 

（2） 会費を納入せず、督促後 1 年以上会費を納入しない時 

（3） 本協会の体面を毀損する行為のあった者は、理事会の決議をもってこれを除名す

ることができる。 

 

第 8 条（退会） 

 本協会を退会しようとする者は、会長又は理事会に対し退会の意思表示をすることによ

り退会することができる。 

 

第 9 条（会費等の返還） 

 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 

 

第 10 条（役員） 

 役員は次の通りとする 

（1） 会長 1 名 

（2） 副会長 1 名 

（3） 理事 数名 

(4) 事務局長(理事を兼任) １名 

 

第 11 条（役員の選任） 

（1） 役員は総会において選任する。（いずれかの正会員の推薦を必要とする） 

 

第 12 条（顧問の設置） 

（1） 必要に応じ、顧問を総会の決議により設置することができる。 

（2） 顧問の名称は別に理事会で決定する。 

  

第 13 条 （役員の責務） 

（1） 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

（2） 副会長は会長を補佐し、会長が欠けた時にその職務を代行する。 

（3） 理事は理事会を組織し、業務を遂行する。 

（4） 事務局長は本会の事務・会計を総括する。 

 

第 14 条（役員の任期） 

 役員の任期は 2 年とする。ただし再任を妨げない。 



 

第 15 条（総会） 

（1） 総会は毎年 1 回開催する通常総会と、必要に応じ開催する臨時総会とする。 

（2） 臨時総会は会長または理事会が招集できる。 

（3） 通常総会において、事業計画・決算・予算・役員の選任とその他必要な事項を決

議する。 

（4） 総会の構成員は正会員のみとし、総会の成立には委任状を含め正会員の三分の二

以上の出席者を必要とし、決議には出席者の三分の二以上の賛同を必要とする。 

  

第 16 条（理事会） 

（1） 業務を遂行するにあたり、役員が理事会を招集できる。 

（2） 理事会の構成員は役員とし、決議には過半数の賛同を得るものとする。 

（3） 必要に応じ理事の互選で理事長を選任することができる。 

 

第 17 条（会計・運営費） 

 本協会の会計・運営費は、会費・賛助金・寄付金・イベント等開催費の余剰金を充てる。 

 

第 18 条（事業年度） 

 本協会の事業年度は 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日に終わる。 

 

第 19 条（雑則） 

 この規約の施行にあたり必要な他の事項は、理事会・総会の決議を経て別に定める。 

 

【役員】             2024 年 8 月 15 日・五十音順 

 会長    谷 邦彦 

 副会長   岡田 晃一 

 理事    岡田 晃一、奥園 康雄、鎌田 幸一、唐戸 真紀子、中尾 能子、 

野村 知生、矢口 清隆 

 事務局長  岡田 晃一 

【名誉顧問】 高鳥 勉 

【特別顧問】 宗像 郁夫 

【事務局】  岡田 晃一、唐戸 真紀子、野村 知生 

以上 


